
事務費 生活費 管理費 合計利用料

１ 1,500,000以下 １０,０００ ４６,３２０ ２２,７００ ７９,０２０

２ 1,500,000～1,600,000 １３,０００ ４６,３２０ ２２,７００ ８２,０２０

３ 1,600,001～1,700,000 １６,０００ ４６,３２０ ２２,７００ ８５,０２０

４ 1,700,001～1,800,000 １９,０００ ４６,３２０ ２２,７００ ８８,０２０

５ 1,800,001～1,900,000 ２２,０００ ４６,３２０ ２２,７００ ９１,０２０

６ 1,900,001～2,000,000 ２５,０００ ４６,３２０ ２２,７００ ９４,０２０

７ 2,000,001～2,100,000 ３０,０００ ４６,３２０ ２２,７００ ９９,０２０

８ 2,100,001～2,200,000 ３５,０００ ４６,３２０ ２２,７００ １０４,０２０

９ 2,200,001 以上 ３７,８００ ４６,３２０ ２２,７００ １０６,８２０

※冬期の間（１１月～３月）暖房費（共用部分）として月額１，９６０円／月が加算されます。

※居室で使用する水道光熱費、電話料等については個人の負担になります。

　電気代・水道代は、月末に各居室のメーターを検針し精算いたします。

※夫婦でご利用の場合については、夫婦の対象収入を合計し、その２分の１をそれぞれの対象

　収入として事務費を決定します。その額が１５０万円以下の場合、事務費は夫婦それぞれ月

　額７，０００円となります。

※入所時に一時金として２０万円を預託して頂きます。

※退去の際には、部屋の天井や壁のクロス張り替え、その他現状回復の費用をご負担いただき

　ます。

※事務費とは、人件費や施設運営費に相当するものです。

※生活費とは、食費や共益費に相当するものです。

※管理費とは、家賃に相当するものです。

※この表における「対象収入」とは前年の収入から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を

　控除した後の収入をいいます。

ケアハウスさくら利用料金表
（（予防）特定施設入居者生活介護用）

対象収入による階層区分
利用料内訳（月額・単位円）

月額利用料＝事務費+生活費+管理費+電気・水道代+暖房費（１１月～３月）


